
気候変動／地球温暖化対策法（仮称）の制定及び基本的内

容についての提言 

 
２００９年（平成２１年）５月８日  

                日本弁護士連合会  

 

目 次 
第１ はじめに                       ・・・・・・ 1 
第２ 気候変動／地球温暖化対策法（仮称）に不可欠な基本的内容   ・・・ 3 
１ 目的について                     ・・・・・・ 3 
２ 中長期目標について                  ・・・・・・ 4 
３ エネルギー供給の基本方針               ・・・・・・ 5 
４ 再生可能エネルギーの促進               ・・・・・・ 6 
５ 低炭素社会への移行のための経済的仕組みの導入     ・・・・・・ 8 
(1) 排出量取引制度 
(2) 炭素税 

６ 省エネルギー対策                   ・・・・・・10 
７ 排出量の把握、公表                  ・・・・・・11 
８ 適応                         ・・・・・・12 
９ 科学に基づく第三者機関の設置について         ・・・・・・13 
１０ 政策形成過程及び実施における市民参加の確保について    ・・・13 
１１ 地方公共団体の責務と支援              ・・・・・・15 
１２ 国際貢献                      ・・・・・・16 
１３ 行政体制の再編                   ・・・・・・16 



1 
 

第１ はじめに 

１ 地球温暖化は、国際社会が緊急に取り組むべき重点課題であり、その対策の目

標は、産業革命前からの平均気温上昇を２℃以下に迎え、気候を安定化させるこ

とにある。いま、国際社会は、この目標の達成に向けて温室効果ガスの削減のた

めの対策を強化しつつある。 

  ２００６年１０月、英国政府から発表されたスターンレビューは、地球温暖化

対策の経済的側面に触れて、温暖化の進行を放置すれば、ＧＤＰの２０％に及ぶ

深刻な被害が生じかねないおそれがあるとする一方で、対策のコストは、ＧＤＰ

の１％にとどまるとして、早期の対策を促した。また、２００７年１１月、ＩＰ

ＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）第４次評価報告書が公表され、気候変動

の加速的進行とその影響の深刻さが一層明らかになっている。 

  これを受けて、国際社会は、地球温暖化対策をさらに前倒し、温室効果ガス排

出削減のための対策を具体化しつつある。 

  ２００９年１２月にコペンハーゲンで開催予定の気候変動枠組条約第１５回締

約国会議（ＣＯＰ１５）においては、長期的気候の安定化に向けた地球規模での

削減ビジョンを共有して、２０２０年頃の先進国の削減目標及び途上国の削減行

動などについて合意すべく、その準備交渉が重ねられている。 

 ＥＵ（欧州連合）は、産業革命前からの気温上昇を２℃未満にとどめる必要が

あるとし、ＥＵ全体で、国際合意を前提として温室効果ガスを２０２０年までに

９０年比３０％、２０５０年までに９０年比６０～８０％とする削減目標を設定

し、これらの目標を達成する手段として、２００５年に、発電所や主要な素材系

製造業等を対象に排出上限枠を定めて行う域内排出量取引制度を導入した。その

第１期（２００５年～２００７年）は、目標設定に問題があったものの、同制度

の標準形が形成され、２０１３年からの第３期以降は、排出枠を原則有償配分に

移行させることなど、抜本的な改善が予定されている。 

各国の国内政策のレベルでも、英国において、２００８年１１月、中長期数値

目標と目標の見直しや適応についての助言を科学的に行う気候変動委員会の設置

などを定める気候変動法が制定され、オバマ政権下の米国も、温室効果ガスを２

０５０年に９０年比で８０％削減することを公約として掲げて気候変動に関する

国際交渉の場に復帰し、議会では２０１２年からの毎年の削減目標や国内排出量

取引制度の導入などを盛り込んだ包括的な法案が審議されている。また、各国に

おいて、２００７年後半から始まった今般の経済危機の状況下で、地球温暖化対

策が内需拡大を伴う経済成長と両立することが検討され、地球温暖化対策が組み

込まれた経済再生プログラムがグリーン・ニューディール政策として推進されよ
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うとしているなど、地球規模での低炭素経済社会に向けた国内法整備の動きが生

まれている。 

２ しかしながら、日本は京都議定書において９０年比６％削減を約束しているが、

その後も温室効果ガスの排出量が増加し、２００７年には９０年比９.０％増加の

状況にあり、有効な排出削減対策が講じられてきたとはいえない。 

このような深刻な状況を前提にして、当連合会は、２００６年１１月２２日、

「地球温暖化防止対策の強化に向けて」と題する意見書を公表し、温室効果ガス

削減の中期目標の設定を含む２０項目について温暖化防止対策に盛り込むべき事

項についての意見を、その後の２００８年９月１８日には、「排出量取引制度に

関する意見書」を公表し、一定規模の事業所・者の参加を義務付けるキャップア

ンドトレード型の排出量取引についての意見を、２００９年４月１７日には、「エ

ネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の

有効な利用の促進に関する法律案（エネルギー供給構造高度化法案）に対する意

見書」を公表し、再生可能エネルギー導入の拡大と化石エネルギー原料及び原子

力エネルギーの利用の抑制を図るべきであるとの意見を各提出してきたところで

ある。 

 ところで、ＣＯＰ１５を控え、政府は、２００９年６月末日までに日本の中期

目標を決定することを表明し、現在６つの選択肢を公表している。また、与野党

において、２０１３年以降の中長期排出削減のための法律案が検討され、あるい

は既に国会に提出されている。 

当連合会は、このような政治動向も踏まえ、深刻な状況にあるこれまでの日本

の地球温暖化防止対策が早急に是正されるべく、改めて、下記の事項を基本的内

容とする気候変動／地球温暖化対策法（仮称）の制定を提案する。 

(1) 日本の温室効果ガス排出量の中長期の削減目標を、法的拘束力のあるもの

として定める。 

(2) 中長期の削減目標の達成のために、 

① 再生可能エネルギーの導入目標を定め、固定価格買取制度を導入する。 

② 排出上限枠を定めた国内排出量取引や炭素税など経済的措置を導入す

る。 

(3) 情報公開を徹底し、気候変動対策に関する政策決定及び実施に際し、市民

を含むすべてのセクターが参加できることを制度的に保障する。 
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第２ 気候変動／地球温暖化対策法（仮称）に不可欠な基本的内容 
１ 目的について 

 

（理由） 

ＩＰＣＣ第４次評価報告書は、氷河期を含めても１０万年に数℃の変化であった

気温が過去１００年に０.７４℃上昇し、このままでは今後１００年の間にさらに最
大６.４℃上昇すると予測し、さらに、生態系や農業、淡水資源、異常気象などの科
学的知見により、低い温度上昇でも、脆弱な地域や適応能力に限界がある途上国を

中心に被害が発生し、２℃を超えると生態系など多方面にわたって地球規模での被

害が発生し得ることを警告している。 

そして、同報告によれば、気温上昇を２℃程度にとどめるためには、世界の温室

効果ガスの排出量を２０１５年までに減少に転じさせ、２０５０年までに２０００

年比で５０～８５％削減することが必要であり、その場合、先進国全体で温室効果

ガス排出量を２０２０年までに９０年比で２５～４０％、２０５０年までに８０～

９０％の削減することが必要とされている。このことは、京都議定書特別作業部会

で確認されてきたところであるが、これまで急激な融解がないと見られていた南極

西部の氷床が、２００７年以降に融解するなど、従前の科学的予測を超える温暖化

の影響が表れていることが報告され、より大幅な削減が必要との指摘もされている。 

欧米諸国では、既に温室効果ガス排出の明確な大幅削減の中長期目標を定め、そ

の目標達成のための経済的仕組みなどを盛り込んだ国内法の整備を進めるとともに、

再生可能エネルギーの拡大などの気候変動対策を策定している。この策定内容は、

産業構造を低炭素型に転換させると同時に、新たな産業を興し、雇用創出などの経

済対策を伴うもので、このような考え方は、グリーン・ニューディール政策として

世界の潮流である。 

こうした欧米の動きに対し、わが国においては、有効な排出削減の対策がとられ

ないまま、２００７年には温室効果ガスの排出量が１９９０年比で９.０％増加し、

科学の要請に基づき、気候変動の悪影響・被害を最低限に抑え、産業革命前から

の気温上昇を２℃にとどめるよう、世界と先進国において必要な温室効果ガス排出

削減を行うことが必要であり、日本の先進国の責任として中長期の温室効果ガス排

出削減目標及び再生可能エネルギー導入目標を設定し、これを達成すること、また、

従来の大量生産・大量エネルギー消費社会を抜本的に構造転換して低炭素社会を実

現するために、最大限の政策導入を行い、あわせて地球温暖化の被害への適応策を

講じ、これらを通して新たな産業を育成し、雇用を創出するなどの経済対策を策定

することを目的とする、気候変動／地球温暖化対策法（仮称）を制定すべきである。
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温室効果ガスの９５％以上を占める二酸化炭素（以下「ＣＯ２」という。）の排出

量は、９０年比で１４.０％も増加している。そのため、京都議定書第１約束期間の
目標達成には海外から大量の温室効果ガス排出枠を購入せざるを得ない状況にある。 

 地球規模で低炭素経済社会を築いていくことは人類共通の課題である。国民には

温暖化の被害を最小限に抑えることができる権利があり、政府には国民の温暖化の

被害を最小限に抑える義務がある。日本は、国際社会と協調して、中長期的に大幅

な温室効果ガス排出削減を確実に実施し、低炭素社会への移行を実現する必要があ

り、そのことは、地球規模での気候の安定に貢献し、日本の経済を再生し、新たな

雇用を創出していくためにも必要である。 
よって、科学の要請するところによる削減目標を設定し、その目標達成のための

実効性ある政策の導入を法的に担保する法律の制定が必要である。 

なお、立法の形式は、地球温暖化対策推進法を全面改定する方式によるか新規立

法によることが考えられる。 
 
２ 中長期目標について 

 

（理由） 

温室効果ガスの排出削減の要請は、そもそも、科学の警告によるものである。気候

変動による被害を最小限にとどめるために、産業革命前からの全球の平均気温上昇を

２℃に抑えることが必要とされているが、そのためには、２０５０年までに温室効果

ガスの人為的排出量を自然吸収量の範囲内まで削減する（少なくとも世界で１９９０

年の排出レベルの半分以下にする）必要があるだけでなく、２０５０年まで連続的に

（折れ線グラフで表すならば直線的に）削減していくことが決定的に重要である。な

ぜなら、ＣＯ２は大気中で安定な物質であるため、２０５０年までに排出されたＣＯ

２の累積量が温度上昇のレベルに直結するのであり、仮に中期目標が緩やかならばＣ

Ｏ２の累積量は飛躍的に増加するからである。 

 科学の要請に基づき、産業革命前からの全球の平均気温上昇を２℃に止めるため

に、次のとおり、日本の温室効果ガス（京都議定書に定める６種類のガス）の２０

５０年までの削減目標を定める。 

① ２０２０年までに、温室効果ガスを１９９０年比で３０％削減する。 
② ２０５０年までに、温室効果ガスを１９９０年比で８０％削減する。 
③ ①・②の削減目標をグラフ上で直線で結んだ数値を、毎年の排出削減目標として
定める。 

④ 科学的知見の進展の中で、見直しや強化を行う。 
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こうした中期目標の設定にあたっては、対策に要する費用だけでなく、対策が十分

にとられない場合の現在及び将来の世代の受ける被害やその程度、対策をとることに

よって削減できるエネルギーコスト、１つの対策が新たな技術や製品を生み出して行

く相乗的効果などが評価されなければならない。 

京都議定書特別作業部会では、先進国全体で温室効果ガスの排出量を２０２０年ま

でに９０年比２５％～４０％、２０５０年までに８０～９０％削減することが必要で

あるとのＩＰＣＣの指摘が確認されている。先進国間の負担の公平性については、限

界削減費用の分析にあたり情報公開のもとで対策ごとの費用の検証、１人あたり排出

量の長期的均等収斂、ＧＤＰあたりの排出量、責任指標と能力指標などを組み合わせ

て評価する必要がある。ＧＤＰあたりの排出量比例配分指標によれば、先進国全体で

温室効果ガスの排出量を２０２０年までに９０年比２５％削減するとの条件のもと

で、日本の目標は、２０２０年までに９０年比３０％削減になるとの試算もある。 

したがって、法律により、日本の中長期の目標を２０２０年までに９０年比３０％

削減、２０５０年までに９０年比８０％削減と定め、これを直線で結んだ線を毎年の

温室効果ガスの排出削減の経路とすべきである。また、科学的知見の進展にともない、

目標の見直しと削減強化を行うことが必要である。 

 
３ エネルギー供給の基本方針 

 

（理由） 

日本のエネルギー供給は、原子力に偏重し、石炭火力発電所の新増設が相次ぎ、

再生可能エネルギーは、大規模水力を含め全エネルギーに占める割合がわずか３.
０％、電力に占める割合が８.６％であり（ＩＥＡ２００７年統計）、ＲＰＳ法のも
とで太陽光や風力などの利用拡大が著しく遅れてきた。 

日本のＣＯ２排出の９３％以上が化石燃料の燃焼に起因するため、ＣＯ２の排出

削減は、エネルギー政策と密接に関連する。再生可能エネルギー導入について、Ｅ

再生可能エネルギーを飛躍的に拡大し、化石燃料及び原子力の利用を抑制する。

そのために、 

① 再生可能エネルギー導入目標を、２０２０年までに一次エネルギー比で２０％、
電力内の割合で３０％に高める。 

② 石炭火力発電所の新増設は原則として認めない。 
③ 火力発電所の燃料について、石炭から天然ガス等に転換を促進する。 
④ 原子力発電所の新増設は停止する。 
⑤ 既存の原子力発電所については段階的に廃止する。 
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Ｕでは２０２０年までに一次エネルギーの２０％、米国では発電電力量の３０％の

目標を掲げるなど、高い目標が設定されている。 
再生可能エネルギーは、地球温暖化や放射性廃棄物による深刻な環境負荷とは無

縁であり、その利用の飛躍的拡大が地球規模での要請となっており、高い目標設定

が不可欠である。 

他方、直接ＣＯ２排出につながる火力発電所の新増設は、慎重に計画されなけれ

ばならない。石炭は、エネルギー量あたりのＣＯ２排出量が天然ガスの１.８倍であ
り、地球温暖化を促進するだけでなく、大気汚染物質排出、重金属汚染等環境負荷

が格段に大きい。したがって、石炭火力発電所の新増設は認めるべきではなく、加

えて、既存施設については、効率改善だけでなく、全体として排出削減の担保措置

が必要であり、石炭から天然ガスへの燃料転換や石炭火力発電所の稼働率の削減も

図られなければならない。 

また、原子力発電は、いったん事故が起これば取り返しのつかない悲惨な事態を

招来し、その環境に及ぼす影響が甚大であり、多くの住民、未来の子孫に至るまで

その生存が脅かされる。また、その運転により発生する放射性廃棄物の処理、処分

等に関する問題は、最も深刻な環境問題の１つといってよく、原子力発電の利用は、

持続可能な社会の実現に沿わないものである。これらの観点から、当連合会がすで

に提言しているとおり、原子力発電所の新増設を停止し、既存の原子力発電所につ

いては段階的に廃止すべきである。 

 

４ 再生可能エネルギーの促進 

 

（理由） 

再生可能エネルギーの飛躍的拡大は世界的課題であり、２００９年１月２６日に

は、ドイツのボンにおいて国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）設立文書へ

の署名式典が開催され、同機関には、既に７８ヶ国が加盟している。自然エネルギ

ーへの新規投資額は、２００４年に１４７億ドルであったものが、２００５年には

 すべての再生可能エネルギーによる発電電力について、固定価格買取制度を導

入する。 

① １０年程度で投資回収が図れるよう、再生可能エネルギーによる発電電力の全
量を、電源ごとに、一定期間、固定価格で買い取ることを義務付ける。 

② 再生可能エネルギー電力について、送電網への優先的な接続権を保証する。 
③ 再生可能エネルギーの熱利用について普及促進や、大口事業者への導入義務な
どを定める。 
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３４６億ドル、２００６年には６８１億ドル、２００７年には１１７７億ドルと急

激に増加している。欧州では高い導入目標値を設定し、ドイツ、デンマーク、スペ

インなど固定価格買取制度を導入した国では投資の長期的な安定性が確保され、再

生可能エネルギーの普及が急速に進み、雇用創出の効果ももたらしている。 

当初日本と同様のＲＰＳ（固定枠）制度を採用していたイギリスも、制度を見直

し固定価格制を導入するとしており、固定価格買取制度は、すでに２０を超える国

で導入されている。ＥＵの行政執行機関である欧州委員会は、２００８年１月２３

日に公表された各国の実績についてのレポートにおいて、「良く調整された固定価

格制度は、一般的に再生可能エネルギーの普及に、もっとも費用効率的かつ普及効

果的な支援スキームである」と評価している。わが国においても、早急に、固定価

格買取制度を法制度として導入すべきである。 

その場合に、対象を太陽光発電の自家消費の余剰電力に限定することなく、すべ

ての再生可能エネルギーによる全発電電力について、１０年程度で投資回収が図れ

るように、買取対象の種類ごとに買取期間、買取価格を設定し、エネルギー供給事

業者への買取りを法律で義務付けるべきである。同時に、その前提としてヨーロッ

パ諸国で採用されているような、再生可能エネルギー事業者が送電系統に優先的に

接続できる権利を認めるべきである。 

また、電力だけでなく、再生可能エネルギー熱についても、その普及促進や、大

口事業者への導入義務などを定めるべきである。 
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５ 低炭素社会への移行のための経済的仕組みの導入 

(1) 排出量取引制度 

 

（理由） 

日本のＣＯ２の排出量のうち６７.７％が火力発電所と大規模工場からの排出に
よって占められているが、これらの発電所や大規模排出源対策は、経団連自主行動

計画に委ねられており、排出上限枠を設定して行う国内排出量取引制度や炭素税な

ど炭素に価格を付ける政策の議論が十分にできていない実情にある。２００８年１

２月からは、国内排出取引の試行的実施が行われているものの、その試行内容につ

いては、既に当連合会が２００８年９月１８日付け「排出量取引制度に関する意見

書」でも述べているとおり、国際水準から乖離した、まさに日本型取引制度である。 
大規模排出源に対する排出削減対策の柱としては、発電所や一定規模の排出量を

有する大規模工場等を対象として、排出上限枠を設定して行う国際標準の国内排出

量取引制度を導入することが不可欠である。 

当面は、最も重要かつ基本的な温室効果ガスであるＣＯ２のみを対象ガスとし、

一定期間経過後に他の温室効果ガスに対象を拡大するのが適切である。 

 以下の要件のもとに、排出上限枠を設定して排出枠の取引を認める国内排出量取

引制度を、２０１０年にも開始する。 

① 対象ガス：当面は、ＣＯ２について実施する。 
② 対象主体：直接排出において、一定規模（年間６０００トン以上）のＣＯ２を
排出する発電所及び大規模工場など事業所単位（業務及び運輸事業者については

系列事業所の合計が年間６０００トン以上の事業者）を対象とする（省エネ法第

１種指定工場の排出レベルの主体は義務的参加とする）。 

③ 対象事業所全体の排出上限枠を２０１２年には１９９０年比６％削減、２０２
０年において１９９０年比３０％削減とし、開始年から経年的に削減した上限枠

を設定する。各対象主体に対する排出枠の配分その他のルールについては、速や

かに設定する。 

④ 排出枠の一部を有償配分とし、２０２０年までに原則全量有償配分とする。 
⑤ 排出枠の有償配分財源は、温室効果ガスの排出削減及び適応のために用いるこ
ととし、早急に国民的議論のもとに具体化する。その場合に、低炭素経済の移行

期における措置として、低所得者層への支援及び産業構造の変化に伴う労働者の

教育・訓練への支援、低炭素技術の開発・普及への支援などに配分されるべきで

ある。 

⑥ 登録簿を管理し、報告、モニタリング及び第三者による検証の手続を確保する。
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対象事業所の規模についての要件としては、日本のＣＯ２排出量の約３分の２を

エネルギーの使用の合理化に関する法律（以下「省エネ法」という。）第一種指定

管理事業所（約６０００事業所）が排出しており、排出量の検証等の行政コストを

考慮し、省エネ法第一種指定管理事業所（年間６０００トンＣＯ２換算程度）とす

るのが妥当である。 

 また、対象事業所全体の数値目標を、国の削減目標と同じ数値目標とすることが、

国の削減目標達成のために必要である。 

 排出枠の配分におけるオークション割合（対象事業所が有償にて取得する排出枠

の割合）を順次増加させ、ＥＵ等で予定されているように、一定の時期に全量オー

クションへの移行を行うべきである。温暖化の原因となる物質を排出する者がその

費用を負担することが汚染者負担の原則に適い、削減の実効性も期待できる。オー

クション制度を導入した場合のその収入の使途については、別途に規定する必要が

あるが、大幅排出削減による低炭素経済への移行期における低所得者への断熱住宅

や高効率機器の導入などの支援、産業構造の変化に伴う労働者の教育･訓練の機会確

保などにも十分な配慮がなされる必要がある。 

 

(2) 炭素税 

（理由） 
炭素税は、価格インセンティブ効果による消費抑制効果によってＣＯ２の排出削

減を促す経済的手法である。特に、小口の排出源を含め、全部門でＣＯ２の排出削

減が期待できるので、排出量の伸びが著しい運輸と民生業務部門の削減に有効な対

策である。炭素税は、既に北欧・西欧諸国で導入されており、ＣＯ２排出削減の効

果が絶大であったと報告されている。課税根拠は、汚染者負担の原則に基づくもの

以下の環境税（炭素税）の制度を早急に導入する。 

① 課税対象は化石燃料起源のＣＯ２とする。 
② 課税主体は国と地方とする。 
③ 課税段階は、上流課税、すなわち石油精製会社から移出された段階または製品
として輸入された段階とする。 

④ 税率は、ＣＯ２排出削減効果が見込まれる程度のものとし、削減実績を見なが
ら随時段階的に見直すこととする。 

⑤ 排出量取引対象事業者には、一定の場合に減免措置を講じる。 
⑥ 税収は、一般財源とし、一般会計に組み入れ、減税に充てるとともに、その一
部を地球温暖化対策費に充てる。 
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であり、法的性質は、課徴金の一種と見られる。 

 また、排出量取引対象事業者については、二重の負担を避けるため、目標達成の

場合の減免措置を講じることが必要となる。 

 

６ 省エネルギー対策 

 

（理由） 
 省エネルギー政策は地球温暖化対策の重要な柱であるが、ＣＯ２排出削減政策と

一体的に行われてきたとはいえない。省エネ法も、ＣＯ２排出削減を直接の目的と

する法律ではない。また、省エネルギー基準については法律に明記するのではなく、

経済産業大臣など主務大臣の告示や判断基準で定めるという手法がとられてきてお

り、エネルギー管理指定工場を対象とする効率改善目標は年１％とされているが、

これも努力目標とされている。今後は、地球温暖化防止政策と一体的に省エネルギ

ー政策が推進される仕組みが必要であり、そのために、省エネ法の目的にＣＯ２排

出削減を加え、少なくとも主務大臣に環境大臣を加えるとともに、国会報告と承認

を伴う計画を策定することとし、また、省エネルギー基準を法律で定めるようにす

るべきである。 

 工場・事業所の対策については、中期的な効率規制を採用し、現在、機器の効率

省エネルギーのための政策の強化とＣＯ２排出削減政策をあわせて行う。 
① 省エネ法の基本方針を国会への報告義務及び承認事項とし、全体の省エネ目標
を定め、計画的にその目標を達成する方式に改める。 

② 省エネ法の工場対策規定にＣＯ２排出削減を加え、効率改善目標に生産量及び
エネルギー消費量あたりのＣＯ２量の改善目標を加えるとともに、努力目標で

なく義務化する。 
③ 省エネ法の工場対策規定に業種毎に最も優れた工場のエネルギー効率を当該
業種の原単位目標とする「トップランナー制度」（省エネベンチマーク）を新

設する。 
④ 省エネ法における住宅・建築物断熱規定を努力目標でなく義務化する。また、
住宅・建築物の賃貸借または販売に際し、建築物のエネルギー消費量を表示す

る義務を課する。 
⑤ 省エネ法の機器規制に工場や業務施設の機器を追加する。また、民生機器や自
動車については、製造業者ごとの規制値を追加する。 

⑥ 省エネ法の主務大臣に環境大臣を加えるとともに、省エネの全体目標は、温暖
化対策の観点から定めることとする。 
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規制として導入されている「トップランナー規制」を工場・事業所の規制として設

け、あわせて、「毎年１％効率改善」の目標を法的義務化する必要がある。また、

石炭や天然ガスなど化石エネルギー源は、その種類によってＣＯ２排出係数に大き

な差があり、エネルギー効率の改善が直ちにＣＯ２排出削減につながるとはいえな

いため、ＣＯ２原単位の改善に関する規定を新設する必要がある。 

 建築物断熱対策規定については、新築については義務化し、また、既築建築物を

含め、建築物の流通において、販売事業者に建築物のエネルギー消費量を表示する

義務を課する。 

 機器や自動車のエネルギー効率規制については、工場や業務施設の機器のうち汎

用的な機器について規制を設けることが必要である。民生機器及び自動車について

は、「トップランナー規制」を設けてはいるものの、規制値の区分が細分化されて

いることから、大型機器・多機能機器について改善が進まないという弊害があり、

市場全体の大型化に対応するために、欧米で一部採用されているような製造業者ご

との規制の併用も必要となる。 

 

７ 排出量の把握、公表 

 

（理由） 

地球温暖化対策推進法２１条の２以下に温室効果ガスの算定排出量の報告公表制

 地球温暖化対策推進法２１条の２以下の温室効果ガス算定排出量報告公表制度

を抜本的に強化し、秘密規定を廃止する。 
① 一定規模以上の事業者（省エネ法第１種及び第２種指定管理工場及びこれと同
程度の温室効果ガスを排出する事業者）は、毎年度５月末日までに、 

 ア 温室効果ガスである物質ごと（エネルギー起源ＣＯ２は直接及び間接排出

量、ＨＦＣ、ＰＦＣは個別ガスごと）の排出総量 
 イ 燃料別の年度使用量 
ウ 電気の種類別の年度使用量 
及びその他の項目を、環境大臣及び事業所轄大臣に報告しなければならない。 

② 事業所ごとの温室効果ガスである物質ごとの排出量、燃料別・電力の種類別の
使用量については、請求によらずに公表する。 

③ 地球温暖化対策推進法２１条の３（権利保護規定）を廃止する。 
④ 同業種内での各事業所の努力の度合いや削減可能性を容易に比較できるよう
にし、環境重視の市場において努力する者が報われるよう積極的に情報を提供

する。 
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度が盛り込まれ、２００８年３月２８日に２００６年度分の都道府県別、事業者別

の排出情報が公表された。その公表では、１４事業者（３６事業所、製鉄業及び化

学工業）が、同法２１条の３による権利保護請求を行い、経済産業大臣がこれを認

めたため、事業所の排出量が公表されなかった事業所が３３、事業者合計排出量が

公表されなかった事業者が３あった。しかしながら、２００９年４月に公表された

２００７年度分については、非開示事業所はなかった。温室効果ガスの事業所ごと・

ガスごとの排出量情報が法的保護に値する秘密ではなく、同法２１条の３の権利保

護規定は、廃止されるべきである。 

 排出量の把握、算定、報告は、直接排出量と間接排出量の双方を報告対象とすべ

きである。報告対象情報は、上記に掲げるもののほか、温室効果ガスやエネルギー

消費の原単位、設備の更新にかかる情報なども含めるべきである。 

少なくとも発電所・工場ごとの温室効果ガスの物質ごとの排出情報が公表される

だけではなく、燃料転換の可能性を把握し、これを促進する政策を策定し、実施し

ていくためには、燃料別、電気の種類別の使用量情報が不可欠であり、これらも公

表されるべきである。また、エネルギー消費の原単位とその改善に関する情報の透

明化を図ることによって、各事業所や事業者での取組みの程度を明らかにするため、

積極的な情報公開がはかられるべきである。 

電気・ガス・石油製品の消費量情報は、地方公共団体における民生部門対策の策

定･推進に不可欠であり、電気・ガス事業者、石油販売事業者に自治体における消費

量等の情報を契約種類別に報告することを義務付けることが必要である。 

 
８ 適応 

 

（理由） 

 国際交渉において、地球温暖化の影響に脆弱な途上国への適応資金や技術の供与

問題がＣＯＰ１５においても重要課題の１つとなっている。先進国においても、気

候変動による自然災害、農業・漁業など第一次産業における被害、人の健康や生態

系への影響が増大している。英国で設置された気候変動委員会には、適応について

の小委員会が設置されたところである。日本においても、適応について長期的計画

政府が適応計画を策定し、その計画について国会の承認を得る規定を設ける。 

① 国及び地域ごとの適応計画を策定する。 

② 地域、自治体ごとに、地球温暖化の被害実態あるいは被害を受けやすい要素とその

予測についての実態調査を実施する。 

③ 適応のための財源を確保する。 
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的に取り組むべきことが課題となっており、地域の実情に即した適応計画を策定す

るための調査を行い、適応計画を策定し、その実施のための財源の確保が図られる

べきである。 

 

９ 科学に基づく第三者機関の設置について 

 

（理由） 

 ２０５０年に向けて確実かつ適切に低炭素社会に移行していくために、政策、対

策は、科学的知見及び国際動向にてらして、適宜、見直し、改定されることが必要

となる。英国の気候変動法においては、独立した監視助言機関として、気候変動委

員会の設置を盛り込んでいる。 

 わが国においても、各省庁から独立した科学に基づく気候変動委員会（仮称）を

設置するべきである。同委員会は、目標、政策、対策等に関して勧告し、政府にお

いて、勧告に応答義務を負うものとし、国会においても、同委員会の報告及び勧告

を検討する機会が確保されるべきである。 

 

１０ 政策形成過程及び実施における市民参加の確保について 

 

国及び地方公共団体における気候保護のための政策立案及び対策の実施に関し

て、市民・ＮＧＯが実質的に参加できる仕組みを制度化し、その実効性を確保する。

① 市民が政策形成に参加するために必要な情報へのアクセス権を保障する。 
② 認定民間団体等の政府・自治体への意見提出権とその応答義務を制度化する。 
③ ＮＧＯ・環境保護団体の温暖化政策に関する訴権を認め、司法制度の利用を拡充
する。 

④ ステークホルダー会議など、新たな合意形成の手法を開発する。 
⑤ 市民がエネルギー消費行動、商品選択、投資を通して温室効果ガスの排出を削減
し、再生可能エネルギーを生産することに寄与することができる情報提供制度な

どの仕組みを整備する。 
⑥ ＮＧＯ、地域団体の活動を支援する制度を拡充する。 

① 温暖化の被害を最低限に止めるために、目標の見直しや対策の是正・強化等につい

て政府に勧告する権限と独立した気候変動委員会（仮称）を設置する。 

② 気候変動委員会の委員は、身分を保障され、対策の進捗状況を科学的知見から検証

し、政府に勧告し、その勧告に対して政府が応答義務を負担するなどの規定を定め

る。 
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（理由） 

 低炭素社会への移行は、国民と将来世代のすべてに係わる社会の在り方に関する

問題である。低炭素社会をどう描くのか、どのように経済や社会の仕組みを変えな

がら、低炭素社会を構築していくのか、公平・公正さの担保の方法などについて、

市民・消費者が情報を得て、積極的に参加して決定・選択し、また、実施主体とし

て実行していくことが欠かせない。 

市民が地球温暖化を防止していくための政策を提言し、政策決定や法の実現を監

視するためには、情報への十分なアクセス権が確保されることが不可欠である。 

また、市民の政策提言や監視への参加が行政裁量に止まるのではなく、権利とし

て確保されるためには、司法制度の利用が確保されていなければならない。そのた

めに、参加の権利を法的に制度化するとともに、ＮＧＯなど環境保護団体に訴権を

認め、司法の地球温暖化問題への関与を可能にしていくことが必要である。 

これまでも、政策決定過程への市民参加の必要が指摘されてきたが、国において

も地方公共団体においても、従来型の審議会等による政策決定の多くは、行政の隠

れ蓑ともいわれ、実効性のある参加の仕組みが形成されているとはいえない。パブ

リックコメントについても、意見を聞き置くという程度に止まっているのが実情で

あり、参加の名のもとに、ＮＧＯなどが行政の下請け的に関与していることも多い。

欧州で実施されてきているテーマごとのステークホルダー会議など、新たな合意形

成の手法を開発し、市民から社会を変革する力を引き出していく必要がある。 

 さらに、消費者や投資家として、製品や商品の選択を通して、低炭素社会づくり

に参画し、事業者の行動を誘導していくことも、欧米ではすでに多くみられるとこ

ろである。消費者の選択行動を促すために、商品や事業者の事業活動についての情

報の開示を義務付ける制度も速やかに充実させる必要がある。 
 日本のＮＧＯなどは欧米に比べて経済的基盤が著しく脆弱である。国、地方公共

団体は、事業者、ＮＧＯ、消費者等と連携して、智恵、経験、蓄積を結集して政策

形成能力や交渉力を高める必要がある。政策形成能力を持ち社会への影響力を高め

るには、これらの団体の財政基盤の確立が不可欠であり、人材育成や政策形成能力

の開発支援施策が必要である。 
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１１ 地方公共団体の責務と支援 

（理由） 

 温室効果ガス排出削減を実行するためには、地方公共団体における目標設定と、

きめ細かな対策が不可欠である。地域においても、産業を活性化し生活を安定化さ

せることと、省エネを進め、再生可能エネルギーを普及させ、温室効果ガスの排出

を削減していくことを両立させることが必要である。とりわけ、建築物対策、交通

対策、消費者対策、森林吸収源対策などは、地方公共団体が直接関わる分野であり、

地方公共団体が関与する必要がある。 

各地の民生・運輸の小規模・中規模事業所対策、再生可能エネルギー普及などを

通した地域ごとの特性に応じて、地方公共団体独自のきめ細かな対策を可能にする

ためには、地方公共団体が地域のエネルギー需給に関する情報を把握し、これを活

用できる制度や、地方公共団体独自の上乗せ規制措置の授権、財政上の支援措置な

どが不可欠である。 

地方公共団体は、自ら目標を定めて温室効果ガスの排出削減を実行すべき責務が

ある。 
また、地方公共団体において、ＮＧＯ等との協働のもとに市民参加による持続可

能な都市づくり、地域づくりを推進するとともに、地域の実情に即した温室効果ガ

スの排出削減や適応のための取組みを促進するために、 

① 地方公共団体レベルの計画を策定し、地域の大規模・中規模排出源対策（電力、

工場、事務所など）、民生対策、運輸対策、再生可能エネルギー普及対策、適応

対策等を策定することを定める。 

② 国（政府）は、地方公共団体がエネルギー供給事業者の地域のエネルギー需給情
報の報告義務の創設、地方公共団体所有の建築物などの省エネ性能について国の

規制に上乗せする条例の制定など、地域における地球温暖化対策を推進する施

策・行動ができるための授権規定を盛り込む。 
③ 国（政府）は、地方公共団体において温室効果ガスの排出削減及び適応の対策を
とるための財政措置を講じる。排出枠のオークション収益の配分において、地方

公共団体における対策にも配分することとする。 
④ ＮＧＯ等の活動への支援策を講ずる。 
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１２ 国際貢献 

  

（理由） 

 産業革命前からの気温上昇を２℃未満に抑えるためには、日本を含む先進国はも

ちろん、途上国の温室効果ガス排出削減対策の取組みを促進する必要があり、また、

これまで歴史的に多くの温室効果ガスを排出した先進国の責任として、既に被害を

受けている途上国の適応策に対し、支援を行う必要がある。 

 日本はまず、先進国の一員として、京都議定書の第１約束期間及びその後の目標

を達成することが必要である。日本自身が経済を発展させながら低炭素社会に移行

していくモデルとなっていくことが重要な国際貢献となる。また、ＣＯＰ１５で国

際枠組みを成立させるために、自らが野心的な温室効果ガス排出削減目標を設定し、

途上国の排出削減行動を促し、国際合意形成を加速させる責任がある。 

 そして、途上国の低炭素社会への移行対策や、適応策に対する資金、技術、人的

支援が期待されており、途上国のこれらの対策実施のための国際的な資金の流れの

仕組みづくりに協力することも必要である。 

 

１３ 行政体制の再編 

 

（理由） 

 地球温暖化政策はエネルギー政策と密接に関連しており、経済産業政策と環境政

策を統合して実施することが不可欠である。英国では、２００８年１０月にエネル

ギー・気候変動省が設置されており、主管行政主体自体を変更し、あるいは新たな

主管行政主体を創設する国が増加している。日本において中期目標の方向性も定ま

らず、地球温暖化政策が進展しない理由の１つとして、政府が政策統合を行うこと

が困難な実情にあることが挙げられる。政府の方向性が定まらない状況では、事業

者も国民も温室効果ガス排出削減に不可欠の長期的な投資行動をとることができず、

ますますその削減が困難になる。環境政策と統合的にエネルギー政策を遂行するこ

とが可能な行政体制を確立することが重要である。 

日本の温室効果ガスの排出削減目標の達成はもとより、国際合意形成に積極的

に参加し、途上国に対する排出削減の技術的財政的支援等を通して、低炭素社会

実現への国際的貢献をはかる。 

 環境省を権限拡大して、あるいは新たに気候変動／エネルギー省を設置して、エ

ネルギー政策を含め地球温暖化対策及び低炭素社会の実現に向けた政策を統合的

に立案するための組織省庁を定める。 
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従って、確実に温室効果ガスの排出削減を実施するためには環境省の地球温暖化

防止のための政策権限を拡大するか、あるいは新たに気候変動／エネルギー省を設

置することにより、エネルギー政策と地球温暖化対策及び低炭素社会の実現に向け

た政策を統合的に打ち立てることができる組織体制を構築することが必要である。 

以   上  


